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管理コード
要望事項
（事項名）

該当法令等 制度の現状 求める措置の具体的内容 具体的事業の実施内容・提案理由
措置の
分類

措置の
内容

各府省庁からの検討要請に対する回答 プロジェクト名

提案
事項
管理
番号

提案主体名 都道府県
制度の所管・関係

府省庁

130010
有害鳥獣（シカ・イノシシ等）の狩
猟免許及び狩猟者登録の撤廃

鳥獣の保護及び狩猟の
適正化に関する法律第三
十九条第一項

鳥獣の保護及び狩猟の
適正化に関する法律第五
十五条第一項

狩猟をしようとする者は、狩猟免許を受
け、かつ、狩猟をしようとする都道府県に
おいて、毎年、狩猟者登録を行わなけれ
ばならない。

狩猟（法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲又
は殺傷を行うこと）は、野外において危険
を伴う行為である。このため、猟具の適切
な使用に関する技能や知識はもちろんの
こと、狩猟の果たす社会的役割が変化し
てきていることを踏まえ、鳥獣の保護及び
管理の観点からも必要な知識の習得が求
められる。
このため、狩猟を行う者の資質水準を一
定以上に保つため、狩猟免許の種類ごと
に、適性、技能、知識について、毎年、都
道府県ごとに試験が実施されている。この
狩猟免許試験に合格した者は、狩猟免許
が受けられる。

また、鳥獣の生息状況その他の事情を勘
案して、必要に応じて都道府県知事が狩
猟を行うことができる者の数を制限するな
ど、鳥獣の保護と狩猟との調整を図ること
が求められる。このため、狩猟者登録につ
いては、地域の実情に即して運用していく
ことが必要であることから、その実情を熟
知している都道府県知事において行うこと
とされている。

市町鳥獣害防止計画に規定する有害鳥獣（シ
カ、イノシシ等）を農林漁業者自らが経営（所有）
する農林地内に限定して捕獲する場合は狩猟免
許の取得及び狩猟者登録を要しないものとす
る。

当地域においては、シカ、イノシシ等の生息域の拡大により農林業被害が増大してきて
いることから、防護柵等の設置に多くの経費を要するとともに農林業の経営意欲の減退
の一因となっている。また、狩猟免許保持者の減少と高齢化により有害鳥獣の捕獲が
年々困難となってきている。そのために農林業経営者が経営（所有）する農林地内にお
いて防護柵の設置等による防護とともに、わな猟による有害獣の捕獲し、自らの農林産
物は自ら守る努力をすることで、農林業者が経営意欲を取り戻し活発な農林業経営が
行われるようになり地域が活性化されるものと考える。市町が実施する講習会を受講さ
せることで適切な狩猟方法、捕獲動物の適切な処理方法等を遵守させることができるも
のと考える。ただし、狩猟免許の取得及び狩猟者登録の不要化は、適切な狩猟方法、
捕獲動物の適切な処理方法等を遵守させるため、市町等が実施する適切な捕獲と安全
に関する知識及び技術についての講習を受講した者で市町が防除従事者として登録し
た者とし、狩猟方法はわな猟に限るものとする。

Ｃ Ⅲ

昨年度の中央環境審議会において、農林業者が自らの事業地内
に限り、わなによる捕獲に係る手続きの簡素化を行うことを検討
いただき、本年１月に以下の答申が得られた。

「わなを用いた捕獲の規制緩和については、人身被害等に対する
安全性の確保、違法なわなの取締りや捕獲情報の把握、餌付け
を伴う安易なわなの設置による鳥獣の誘引と被害の拡大、クマ類
等の錯誤捕獲や無計画なニホンザルの群れ全頭捕獲等への対
応など、検討すべき課題が多くある。
このため、わなの利用実態や課題の把握を進めるとともに、わな
の設置場所の限定や講習の義務付け、わな設置の事前届出等
の違法わな対策等、地方自治体等による支援措置も含めた安全
管理のための仕組みづくり等について、関係者との調整を図りつ
つ、引き続き検討が必要である。」

環境省としては引き続き情報収集や検討を行っていくが、現時点
においては、特区内に限ったとしても上記のような課題は生じうる
ものであり、実態や課題の把握及び安全管理の仕組み等の検討
が不十分な状況においては、特区として対応することは不適切と
考える。

なお、現行法でも、農林業者が、自らの事業に対する被害を防止
する目的で、自らの所有する敷地内で設置する囲いわなを用い
て、狩猟ができる期間・区域に狩猟対象獣類を捕獲する場合、狩
猟免許や狩猟者登録は不要である（鳥獣法施行規則2条3号）。ま
た、多くの都道府県（兵庫県含む）では、捕獲許可を受けた市町
村や森林組合等（法人）の下で、安全管理等に係る講習を受講し
た者であれば、当該許可に係る捕獲においては、狩猟免許や狩
猟者登録を受けなくても狩猟免許者が行う捕獲（銃猟以外）に補
助的に従事できる。
農林業者が自衛のために行うわな猟の推進については、これらの
制度をご活用いただきたい。

自然産業を活
かした地域活
性化プロジェク
ト
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北但西部森林組合 兵庫県 環境省

130020
漢方等の抽出残渣に係る産業
廃棄物の適用除外

廃棄物の処理及び清掃に
関する法律第２条第１項
及び第４項
「行政処分の指針につい
て（通知）」（平成25年３月
29日付け環廃産発第
1303299号環境省大臣官
房廃棄物・リサイクル対策
部産業廃棄物課長通知）

廃棄物の処理及び清掃に関する法
律（以下「廃棄物処理法」という。）
では、事業活動に伴って生じた廃
棄物のうち、廃棄物処理法第２条
第４項及び廃棄物処理法施行令第
２条に規定する20品目を産業廃棄
物として扱っている。
廃棄物該当性の判断については、
「その物の性状、排出の状況、通
常の取扱い形態、取引価値の有無
及び占有者の意思等を総合的に
勘案して判断すべきものである」と
している。

地元製薬会社から排出される薬草、漢方の抽出
残渣を堆肥として活用するため、産業廃棄物とし
ての取り扱いから除外する。

　地方は、人口減少、高齢化の進展によって自治体をどのように運営すべきかが喫緊
の課題となっている。この健康特区構想は、若者に老人を支えてもらうという考えではな
く、老人が老人を支えることができる市を構築することにある。また、この構想によって、
新たな産業の仕組みができることを目標とする。
　生薬残渣にはミネラル分が残っていることから、土壌改良の肥料として活用できる。ま
た、そこから生産される農作物にはこれらが吸収され、一般農作物より食品の効能が期
待できる。そこで、産業廃棄物の扱いから除外し、農家が使用できる方途を講じたい。

D -

廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で
譲渡することができないために不要となったものをい
い、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出
の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占
有者の意思等を総合的に勘案し判断すべきこととされ
ている（平成11年３月10日最高裁第2小法廷決定同
旨）。
個別の事例ごとについての廃棄物該当性に係る実際
の判断は、産業廃棄物に関しては都道府県等（今回の
ケースでは岐阜県）が行うこととなっている。
したがって、御指摘の漢方等の抽出残渣について都道
府県等が「行政処分の指針について（通知）」を踏ま
え、個別の事案ごとに総合判断した結果「廃棄物には
該当しない（有価物である）」との判断が適当な場合に
は、現行制度上廃棄物として取り扱われるものではな
い。
そのため、御要望の内容については、岐阜県の廃棄
物担当部局に御相談いただきたい。
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区
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飛驒市 岐阜県 環境省

130030
廃棄物系のバイオマス資源の収
集・運搬等の許可要件の緩和

廃棄物処理法第７条第１
項

廃棄物処理法施行規則
第２条第２号

一般廃棄物の収集又は運搬を業と
して行おうとする者は、当該業を行
おうとする区域（運搬のみを業とし
て行う場合にあっては、一般廃棄
物の積卸しを行う区域に限る。）を
管轄する市町村長の許可を受けな
ければならない。ただし、事業者
（自らその一般廃棄物を運搬する
場合に限る。）、専ら再生利用の目
的となる一般廃棄物のみの収集又
は運搬を行う者その他環境省令で
定める者については、この限りでな
い。

一般廃棄物である剪定枝等廃棄物系バイオマ
ス資源の再生利用事業の実施に際し、事業計画
の内容について都道府県知事が関係市町との
間で調整を行った上で、主務大臣が事業計画の
認定を行った場合には、食品リサイクル法にお
ける一般廃棄物の収集運搬業の許可不要の特
例と同様に、関係市町村による一般廃棄物の収
集運搬業の許可を不要とすること。

提案理由：
・県内に広く薄く存在する剪定枝等の再生利用を効果的に促進するためには、市町域を
超えて収集運搬を集約することが採算面等で合理的であるが、その際に、市町毎に収
集運搬業の許可が必要であり、再生利用の取組が進んでいない。
・また、再生利用指定制度を活用している市町も一部あるものの、大半の市町は剪定枝
等を焼却により処理するなど、制度を活用していないのが現状である。
・このため、規制（市町単位での許可）を緩和することにより、剪定枝等の広域的な連携
による再生利用について、収集運搬に取り組もうとする者の意欲が喚起されるとともに、
市町の理解が得られやすくなり、剪定枝等の再生利用が一段と促進されるものと考えら
れる。

C Ⅰ

○一般廃棄物の収集運搬の許可が不要となる制度と
しては、既に再生利用指定制度が存在しており、都道
府県によっては積極的に同制度を導入している。
○御指摘のような、貴県下の市町の大半が再生利用
指定制度を活用できていない状況であれば、未だ同制
度を活用していない市町に対して、廃棄物系バイオマ
ス資源の再生利用事業の必要性を理解してもらい、貴
県内市町に広域的な収集運搬を行う意欲を喚起する
ことで、剪定枝等の再生利用事業を促進することは十
分可能であると考える。
○したがって、特区による規制の緩和ではなく、既存の
再生利用指定制度のより一層の活用に取り組んでい
ただきたい。
 
以上のことから、特区として対応することは困難であ
る。
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兵庫県 兵庫県 環境省
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管理コード
要望事項
（事項名）

該当法令等 制度の現状 求める措置の具体的内容 具体的事業の実施内容・提案理由
措置の
分類

措置の
内容

各府省庁からの検討要請に対する回答 プロジェクト名

提案
事項
管理
番号

提案主体名 都道府県
制度の所管・関係

府省庁

130040
狩猟免許試験における試験項
目の一部免除

鳥獣の保護及び狩猟の
適正化に関する法律第四
十八条第二号

鳥獣の保護及び狩猟の
適正化に関する法律施行
規則第五十三条

狩猟免許試験は、狩猟免許の種類
ごとに次に掲げる事項について行
う事とされている。
①狩猟について必要な適性
②狩猟について必要な技能
③狩猟について必要な知識

　狩猟者の確保を図るため、農林業被害が深刻
でかつ狩猟後継者の確保が困難と県が認める
地域の居住者のうち、銃猟の免許試験におい
て、銃砲所持許可を有する者について、技能試
験の一部（銃器の点検・分解結合等の基本操
作）を免除し、受験負担を軽減すること。

提案理由：
・　本県では、狩猟後継者(特に銃猟)の確保が喫緊の課題となっており、平成26年度か
ら有害鳥獣捕獲入門講座、同実践研修等による新規狩猟後継者の育成・確保に取り組
んでいる。
・　狩猟免許試験の実施においても、開催箇所の増などの受験者の利便性向上に取り
組み、さらに試験実施内容の合理化策として銃砲所持許可を有する者に対する一部試
験の免除を求めているものである。
・　既に所持許可を有する者でも銃の基本操作が確実でないことがあるとするのは、そ
の許可を否定することにもなりかねず、所持許可を有する者は基本操作を当然習熟して
いるものとして一定の評価を行い、本県の提案に沿った取り扱いを検討願いたい。

Ｃ Ⅰ

既に狩猟免許を取得している者が、他の猟法に係る狩猟
免許の試験を受けようとするときは、試験の一部を「免除す
ることができる」とされている（鳥獣法第49条）。これは、猟
法の種類が異なるとは言え、既に一度、狩猟免許試験に合
格していることを踏まえ、新たにすべての試験を課すること
が合理的でない場合があると考えられるためである。

狩猟免許試験における銃器の基本操作に係る「銃器の点
検・分解結合、装填、脱砲」を始めとする一連の試験項目
は、鳥獣法の視点に立った検査項目であり、鳥獣保護法に
基づいて、野外で安全に銃猟をする際の、基本的かつ極め
て重要な技術である。
このため、狩猟免許試験は、銃刀法に基づく技能検定と
は、試験の観点が異なっている。例えば、射撃姿勢操作で
水平射撃の姿勢をとった場合、人や建物へ銃弾が当たる
おそれがあるため減点の対象となるが、銃刀法に基づく技
能検定では減点されないなど、「出猟した現場」を想定した
ものとなっている。

また、現実に、所持許可を有している者であっても、銃の操
作が確実でないことなどを理由に狩猟免許試験に不合格と
なるものは存在しており、「出猟した現場」を想定した基本
操作を当然に習得していると判断することはできず、また狩
猟免許を所持するに足る技量を当然に有していると判断す
ることはできない。
以上から、事故の未然防止と安全確保を進める上で、ご提
案のような審査の簡素化を図ることが適当とは言えない。
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